
特別支援学校・特別支援学級を検討している保護者のみなさまへ 

 

 

◆町教育委員会は、町教育支援委員会の意見を踏まえて、お子さんにとってよりよい教育 

環境を判断します。 

 

 

◆町教育支援委員会で審議するために、医療機関の診断書や検査結果などが必要です。 

※初診の予約が３か月待ちになるなど受診しにくい状況ですので、ご検討の際はお早めに医療機関にご相談ください。 

 

 

未就学児 小中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※原則、年度途中で、特別支援学級と通常学級の変更はできません。 

※年２回の教育支援委員会に間に合わない場合は、翌年度に審議・判断することになります。 
 

R5.5 月 高根沢町教育委員会 

医師、特別支援学校・町内小中学校の教諭、福祉関係者、保健師、

スクールカウンセラーなどの専門家で構成している委員会です。 

学校教育課と相談 

医療機関受診 

 

 

学校と相談 

医療機関受診 

 

 

現地調査 （保育園や学校で、お子さんの日頃の様子を観察します） 

教育支援委員会（年２回開催） 

 

 

教育委員会判断 

学校教育課から結果報告 

保護者の意向確認 

学校から結果報告 

保護者の意向確認 

就学先決定 （保護者の意向を踏まえて決定します） 

特別支援学校・特別支援学級への在籍は、町教育委員会の判断が必要です 

就学先決定までの流れ ＜翌年度４月からの就学先を決定します＞ 

診断書等用意の時期（目安）：①第１回委員会→７月末頃〆 ②第２回委員会→９月末頃〆 

委員会開催の時期（目安）：①第１回委員会→９月頃 ②第２回委員会→11 月頃 

 

 

この間に… 

希望する学校・ 

学級を見学 

入学予定小学校に申し送り（３月末頃） 

お子さんの通院歴や特性、入学後の配慮

等を「個別の支援計画」にまとめます。 


